
支

給

決

定

障

害

者

の

区

分

額

三
万
四
千
円

三
万
円

二
万
八
千
円

二
万
五
千
円

一二三四

十
八
歳
未
満
の
者

六
十
五
歳
以
上
の
者

六
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
者
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
者
の
う
ち
障
害
の
状
態
が
同
法
第
三
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
の
一
級
に
該
当
す
る
も
の
（
前
項
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）

前
三
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
附
則
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
（
障
害
者
自
立
支
援

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー

ム
を
い
う
。）以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

お
お
む
ね
二
十
人
の
人
員
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
規
模
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

イ

居
室

ロ

集
会
室
兼
娯
楽
室

ハ

調
理
室

ニ

浴
室

ホ

洗
面
所

ヘ

便
所

ト

管
理
人
室

チ

相
談
・
指
導
室

リ

事
務
室

三

前
号
イ
の
居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

\

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
長
期
間
の
療
養
に
配
慮
し
た
環
境
を
設
け
た
場
合
に

は
、
定
員
を
複
数
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

]

地
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

^

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
及
び
調
理
設
備
等
を
除
き
、
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。

_

一
以
上
の
出
入
口
が
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

利
用
者
一
人
当
た
り
二
十
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
面
積
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

イ

管
理
人

一

ロ

医
師

一
以
上

ハ

指
導
員

三
以
上

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
自
立
支
援

法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
つ

い
て
は
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
三
号
に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
附
則
第
七
条
第
三
号
イ
\
の
規
定
に
基

づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
三
号
イ
\
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
附
則
第
七
条
第
三
号
イ
\
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

六
十
歳
以
上
の
者

二

六
十
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
者
の
う
ち
障
害
の
状
態
が
同
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
の
一
級
に
該
当
す
る
も

の
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
指
定
宿
泊
型
自
立
訓
練

の
利
用
者

二

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表

（
次
号
に
お
い
て
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。）第
12
の
５
の
短
期
滞
在
加
算
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち

継
続
的
に
居
室
そ
の
他
の
設
備
の
提
供
を
受
け
る
者

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
12
の
８
又
は
第
13
の
９
の
精
神
障
害
者
退
院
支
援
施
設
加
算
を
算
定
さ
れ
る
者

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
（
同
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び

第
四
十
四
条
第
一
項
（
同
令
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か

ら
適
用
し
、
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
二
百
九
号
）
は
、
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
）

第
一
条

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
（
同
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
及
び
同
令
第

四
十
四
条
第
一
項
（
同
令
第
四
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
基
準
該
当
居

宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一

介
護
福
祉
士

二

居
宅
介
護
従
業
者
養
成
研
修
（
障
害
者
等
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
等
を
い
う
。）に
対
す
る
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事

等
の
介
護
並
び
に
調
理
、
洗
濯
及
び
掃
除
等
の
家
事
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
る
研
修
で
あ
っ
て
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
十

三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
九
号
）
別
表

第
二
に
定
め
る
内
容
以
上
の
も
の
、
同
告
示
別
表
第
三
に
定
め
る
内
容
以
上
の
も
の
又
は
同
告
示
別
表
第
四
に
定

め
る
内
容
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研

修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
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